
No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

5 ― ―

3 4

1 2

3 1

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

○ 1 義務である

● 2 義務ではない

21,270 23,038

2020年度
見込

2021年度
見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 63,190 55,405 50,104 59,313 74,500 74,50074,500

27年度決算 28年度決算
29年度決算

見込
30年度予算

2019年度
見込

コスト推移

4290675 事務事業票 建設部長　松本　浩二

評価対象年度 平成29年度

下水道総務課　 水洗化促進係　              

久木田　昌一（２０１７）

34,069 38,286 49,000 49,000 49,000

財
源
内
訳

国県支出金 41,920 32,367

地方債

事務事業名 小型合併処理浄化槽設置整備事業
会計区分 01 一般会計

4 2 1

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

事務事業の概要
（全体事業の内容）

生活排水による河川や八代海の水質汚濁を防止するため、集合処理区域及び浄化槽市町村整備推進事業区域外において合併処理浄
化槽を設置する者に対し、国・県・市が補助金を交付する。補助金額は次のとおり。
・5人槽332,000円、・7人槽414,000円、・10人槽548,000円
みなし浄化槽から合併処理浄化槽に切り替える場合は、上乗せ補助100,000円がある。（坂本地区は、別の制度あり）
【事業開始年度】　平成元年度～

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 生活環境の保全 暮らしの拠点づくり

具体的な施策と内容 生活排水対策 施策小項目 「生活基盤」の整備

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 人と自然が調和するまち

総合戦略での
位置づけ

“やつしろ”の発展を支えるま
ちづくり

施策の大綱（節）　【政策】 環境にやさしいまちづくり

事業コード（大－中－小） 5 31 03

基本目標

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
八代市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、浄化槽法

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）合併前 未定

事業期間

16,035 21,027 25,500 25,500 25,500

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

集合処理事業（公共下水道事業、農業集落排水処理事業）及び浄化槽市町村整備推進事業区域外で小型合併処理浄化槽を設置しよう
とする者。

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

生活排水による河川や八代海の水質汚濁を防止するため、集合処理区域
及び浄化槽市町村整備推進事業区域外において合併処理浄化槽を設置す
る者に対し、国・県・市が補助金を交付する。補助金額は、次のとおり。
・5人槽332千円・7人槽414千円・10人槽548千円（坂本地区は別途）
また、みなし浄化槽から合併処理浄化槽に切り替える場合は上乗せ補助10
万円がある。（坂本地区を除く。）
29年度実績　130基
（内訳）　5人槽 77基、 7人槽 47基、10人槽 6基

小型合併処理浄化槽の設置推進により、集合処理区域（公共下水道事業区
域、農業集落排水処理区域）及び浄化槽市町村整備推進事業区域外におい
て生活排水による河川や海域の水質汚濁防止を図る。

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

小型合併処理浄化槽設置整備事業 Page 1 of 3



●

●

●

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名 単位 24年度 25年度 26年度

①

合併処理浄化槽の年間設置基数

実績 197 189 167

199 194

計画 -

27年度 28年度 29年度

147 130

174188 186

169

計画 -

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

実績

29年度

①

合併処理浄化
槽設置率

計画基数に対しての進捗
率を指標とする。
（累計設置基数/整備計画
基数×100）
設置計画基数：8,297基
累計設置基数：5,241基

％

計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

63.7

実績 53.5 55.8 57.8 59.8 61.6 63.2

- 55.8 58.2 59.8 62.1

実績

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げず
にコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

国の要綱に事業主体は市町村と定められており、他の
補助事業と重複しないことが、事業実施の要件である
ため、連携・統合はできない。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
本事業は、個人が合併処理浄化槽を設置するための工
事費の一部を国と地方で補助する事業であり、国の要
綱に事業主体は市町村となっている。設置、維持管
理、撤去が容易な合併処理浄化槽の設置推進は、人口
集中区域を除けば非常に効率的な家庭排水処理の手段
であり、生活環境の保全に資するものである。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
家庭排水の処理は、人間が居住している限り必要であ
り、新築はもとより、くみとり槽やみなし浄化槽から
合併処理浄化槽への切り替えは、周辺環境の改善に不
可欠なものである。浄化槽設置者への補助金の上乗せ
や設置費用の一部について、融資をあっせんしたり、
融資を受けた際の利子補給などの施策を実施している
ものの、設置実績数は近年、目標を下回ってはいる
が、概ね活動内容は有効である。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

小型合併処理浄化槽設置整備事業 Page 2 of 3



1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善の

取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

少子高齢化は長期に渡ることが確定的であり、人口の減少は避けられない。
このような状況では、大規模な処理場を必要とする集合処理は経営的に厳しくなると考えられる。
よって、個人による合併処理浄化槽設置を後押しする本事業が人口集中区域外では経済的かつ効率的であり、引き
続き推進していく。

決算審査に伴う常任
委員会における意見

等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H29進捗状況

H29取組内容

小型合併処理浄化槽設置整備事業 Page 3 of 3



No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

4 ― ―

1

1

4

○ 全部直営 ● 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

○ 1 義務である

● 2 義務ではない

2,589 610

29,359 26,731

2020年度
見込

2021年度
見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 31,948 27,341 34,874 38,481 34,860 34,86034,860

27年度決算 28年度決算
29年度決算

見込
30年度予算

2019年度
見込

コスト推移

4290678 事務事業票 建設部長　松本　浩二

評価対象年度 平成29年度

下水道総務課　 水洗化促進係　      

久木田　昌一（２０１７）

4,000 4,000

財
源
内
訳

国県支出金

地方債

事務事業名 農業集落排水処理施設事業
会計区分 16 農業集落排水処理施設事業特会

1 1 1

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

事務事業の概要
（全体事業の内容）

東陽地区、泉地区の農業集落排水処理施設の使用料の賦課・徴収、滞納整理並びに当該施設の維持管理等を行う。
【事業開始年度】（東陽町）平成7年度～・（泉町）平成4年度～

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 経営安定を目指した農業の振興

具体的な施策と内容 農村環境の整備 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 豊かさとにぎわいのあるまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 豊かな農林水産業のまちづくり

事業コード（大－中－小） 64 11 02

基本目標

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
八代市農業集落排水処理施設条例、浄化槽法

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）合併前 未定

事業期間

29,355 30,441 32,260 32,260 32,260

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

東陽地区、泉地区の農業集落排水処理事業区域の生活環境

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

農業集落排水処理施設運営のための施設使用料の賦課・徴収を行うととも
に、施設を適切に維持管理し、故障等を防止する。
・施設関係修繕（5件）
・処理施設電気料
・警報装置電話料（48回線）
（処理場2回線・マンホールポンプ46回線、委託業者等に異常を通報）
・汚泥引抜運搬手数料
（鏡町・㈲浄化槽管理センターが運搬）
（泉処理場～鏡町・八代生活環境事務組合）
・処理施設管理委託
（鏡町・㈲浄化槽管理センターに委託）

農業集落排水処理施設による生活排水処理を行い、対象地域の水質を保全
し、生活環境の向上を図る。

1,519 4,040 2,600 2,600 2,600

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）

農業集落排水処理施設事業 Page 1 of 3



●

●

●

戸

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名 単位 24年度 25年度 26年度

①

農業集落排水処理施設に接続した戸数

実績 6 4 0

5 5

計画 -

27年度 28年度 29年度

2 6

11 1

2

計画 -

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

実績

29年度

①

水洗化率（戸
数ベース）

農集施設に接続した戸数
を農集対象戸数で除した
もの。
H29年度末対象戸数：737
H29年度末接続戸数：609

％

計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

81.7

実績 79.5 79.5 81.3 81.4 81.4 82.6

- 79.8 81.5 81.6 81.7

実績

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げず
にコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

この事業は、農業集落排水処理区域として認可された
区域で実施しており、他事業との統合はできない。さ
らに、本来、施設使用料で運営しなければならない事
業であるが、建設費の償還は一般会計からの繰入金に
頼っており、民間委託等もできない。
また、受益者負担においても見直しの余地はなく、非
常勤職員で行える業務は、皆無である。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
東陽町、泉町の中心部で実施している事業で、農村環
境の向上に資するものであり、効率的な生活排水処理
を行うためには、継続していく必要がある。また、本
事業は、特別会計であり、建設費の償還事務等をかか
えていることから、市が主体とならなければならな
い。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
地域の少子高齢化や長引く経済不況等により、年間に
接続するペースが鈍ってきている。今後も周知、広報
等で生活排水処理の必要性の啓発を続けるとともに、
接続する者への助成制度を検討する。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合

農業集落排水処理施設事業 Page 2 of 3



1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善の

取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

東陽地区及び泉地区の中心部で実施しており、平成29年度末で農集対象戸数737世帯に対して、接続済世帯は609世
帯である。有効な生活排水処理であるため、未接続世帯への接続啓発を続けるとともに、使用料の滞納整理の強化
を図りながら、本事業を継続していく。

決算審査に伴う常任
委員会における意見

等

（委員からの意見等）

一般会計繰入金の縮減に向けて、どのような経営ビジョンを持っているか示してもらいたい。

外部評価の実施 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H29進捗状況

H29取組内容

農業集落排水処理施設事業 Page 3 of 3



No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

5 ― ―

3

1

3

○ 全部直営 ● 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

○ 1 義務である

● 2 義務ではない

3,695 958

23,327 25,689

2020年度
見込

2021年度
見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 27,022 26,647 27,197 28,555 29,500 29,50029,500

27年度決算 28年度決算
29年度決算

見込
30年度予算

2019年度
見込

コスト推移

4290683 事務事業票 建設部長　松本　浩二

評価対象年度 平成29年度

下水道総務課　 水洗化促進係　              

久木田　昌一（２０１７）

財
源
内
訳

国県支出金

地方債

事務事業名 市町村設置浄化槽維持管理費
会計区分 17 浄化槽市町村整備推進事業特会

1 1 1

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

事務事業の概要
（全体事業の内容）

東陽地区、泉地区の浄化槽市町村整備推進事業区域において、市が主体となって設置した合併処理浄化槽の使用料の賦課・徴収、滞
納整理、浄化槽の法定検査委託・管理委託等及び未設置世帯への普及啓発を行う。
【事業開始年度】（東陽町）平成13年度～・（泉町）平成14年度～

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 生活環境の保全

具体的な施策と内容 生活排水対策 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 人と自然が調和するまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 環境にやさしいまちづくり

事業コード（大－中－小） 75 31 02

基本目標

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
八代市浄化槽条例、浄化槽法

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）合併前 未定

事業期間

25,600 25,168 27,000 27,000 27,000

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

東陽地区、泉地区の浄化槽市町村整備推進事業区域の生活環境

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

浄化槽市町村整備推進事業運営のための浄化槽使用料の賦課・徴収、浄
化槽の法定検査委託・管理委託等並びに未設置世帯へ普及啓発を行う。

・使用料等徴収業務（納付書納付 約45件/月、口座振替 約380件/月）
・浄化槽法11条法定検査（熊本県浄化槽協会）　407基（年1回）
・浄化槽保守点検清掃業務委託（㈲浄化槽管理センターに委託）
  407基（10人槽以下点検2ヵ月1回それ以上は毎月、清掃年1回）

合併処理浄化槽による生活排水処理を行い、対象地域の生活環境の向上を
図るとともに公共用水域の水質を保全する。

1,597 3,387 2,500 2,500 2,500

一般財源（特別会計→事業収入）

その他特定財源（特別会計→繰入金）
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●

●

●

基

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名 単位 24年度 25年度 26年度

①

単年度の合併処理浄化槽法定検査数

実績 421 419 421

419 425

計画 -

27年度 28年度 29年度

413 407

419425 413

410

計画 -

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

実績

29年度

①

合併処理浄化
槽の設置率

計画基数に対しての進捗
率
（累計設置基数/整備計画
基数×100）
設置計画基数：700基
H29末 設置基数：427基

％

計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

61.3

実績 59.3 60 60.1 60.1 60.6 61.0

- 60 60.9 61.4 60.7

実績

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げず
にコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

本事業は、環境省の浄化槽市町村設置推進事業実施要
綱で市町村が実施主体と定められているため、民間委
託等はできず、また、浄化槽市町村整備推進事業区域
で実施しており、他事業との統合もできないため。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
本事業は、環境省の浄化槽市町村設置推進事業実施要
綱で市町村が実施主体と定められている。東陽地区、
泉地区の農業集落排水処理事業以外の地域で、合併処
理浄化槽による生活排水処理を行うものであり、この
地域の生活環境の保全に資しているため。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
東陽地区及び泉地区の農業集落排水処理事業区域以外
の地域で、合併処理浄化槽による生活排水処理を行う
ことにより、この地域の生活環境の向上が図られ、公
共用水域の保全に寄与しているため。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合
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1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善の

取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

東陽地区及び泉地区の農業集落排水処理区域外で実施しており、有効な生活排水処理である。平成29年度末で計画
世帯数700世帯に対して、合併処理浄化槽設置済世帯は427世帯にとどまっており、未設置世帯への設置啓発を続け
るとともに、使用料の滞納整理の強化を図りながら、本事業を継続していく。

決算審査に伴う常任
委員会における意見

等

（委員からの意見等）

一般会計繰入金の縮減に向けて、どのような経営ビジョンを持っているか示してもらいたい。

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H29進捗状況

H29取組内容
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No 所管部長等名

所管課・係名

課長名

― ―

5 ― ―

3

1

3

● 全部直営 ○ 一部委託 ○ 全部委託

○ ）

○ 補助金（主な補助先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※予算の全てが補助金支出である場合に記入。

○ 1 義務である

● 2 義務ではない

100 179

300

2020年度
見込

2021年度
見込

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 100 2,596 2,943 5,266 5,200 5,2005,200

27年度決算 28年度決算
29年度決算

見込
30年度予算

2019年度
見込

コスト推移

4290684 事務事業票 建設部長　松本　浩二

評価対象年度 平成29年度

下水道総務課　 水洗化促進係　           

久木田　昌一（２０１７）

2,100 4,200 4,000 4,000 4,000

418 558 558 558 558

財
源
内
訳

国県支出金 417

地方債

事務事業名 市町村設置浄化槽整備費
会計区分 17 浄化槽市町村整備推進事業特会

1 1 2

　１　(Plan) 事務事業の計画

款項目コード（款-項-目）

事務事業の概要
（全体事業の内容）

東陽地区、泉地区の浄化槽市町村整備推進事業区域において、市が設置主体となって合併処理浄化槽の設置を行う。
国庫補助対象となるには、東陽地区、泉地区あわせて単年度で10基以上の浄化槽を設置する必要がある。
【事業開始年度】（東陽町）平成13年度～・（泉町）平成14年度～

実施手法
（該当欄を選択） その他（

施策の展開（項）　【施策】 生活環境の保全

具体的な施策と内容 生活排水対策 施策小項目

施策大項目

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 人と自然が調和するまち

総合戦略での
位置づけ

施策の大綱（節）　【政策】 環境にやさしいまちづくり

事業コード（大－中－小） 75 31 04

基本目標

補助金事業該当

根拠法令、要綱等
八代市浄化槽条例、浄化槽法

開始年度 終了年度 法令による実施義務
（該当欄を選択）合併前 未定

事業期間

300 400 400 400 400

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

東陽地区、泉地区の浄化槽市町村整備推進事業区域の生活環境																

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

くみ取り便所やみなし浄化槽を使用している一般家庭及び事業所等につい
て、市が合併処理浄化槽を設置し、し尿を含めた生活排水全般を浄化し、放
流する。

29年度浄化槽設置実績　3基（泉町）

合併処理浄化槽を設置することにより、対象地域の生活環境の向上を図ると
ともに公共用水域の水質を保全する。

125 108 242 242 242

一般財源（特別会計→事業収入）

1,700

その他特定財源（特別会計→繰入金）
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●

●

●

基

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名 単位 24年度 25年度 26年度

①

単年度の合併処理浄化槽設置基数

実績 0 5 1

6 6

計画 -

27年度 28年度 29年度

3 3

44 4

0

計画 -

計画

③

26年度 27年度

〈記述欄〉※数値化できない場合

計画 -

実績

29年度

①

合併処理浄化
槽の設置率

計画基数に対しての進捗
率
（累計設置基数/整備計画
基数×100）
設置計画基数：700基
H29末設置基数：427基

％

計画

指標名 指標設定の考え方 単位 24年度 25年度 28年度

②

実績

61.1

実績 59.3 60.0 60.1 60.1 60.6 61.0

- 60.0 60.9 61.4 60.7

実績

-

-

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げず
にコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

本事業は、環境省の浄化槽市町村設置推進事業実施要
綱で市町村が実施主体と定められているため、民間委
託等はできず、さらに、浄化槽市町村整備推進事業区
域で実施しており、他事業との統合もできない。ま
た、浄化槽を設置する者に対しては一般家庭で10万円
の分担金を徴収しており、これは本事業で示されてい
る個人負担割合10％を超えているため。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
本事業は、環境省の浄化槽市町村設置推進事業実施要
綱で市町村が実施主体と定められている。東陽地区、
泉地区の農業集落排水処理事業以外の地域で、合併処
理浄化槽による生活排水処理を行うものであり、この
地域の生活環境の保全に資しているため。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

実績

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

②

概ね有効である

有効でない

計画

③

有効である
東陽地区及び泉地区の農業集落排水処理事業区域以外
の地域で、合併処理浄化槽による生活排水処理を行う
ことにより、この地域の生活環境の向上が図られ、公
共用水域の保全に寄与しているため。

　３　（Check)　事務事業の自己評価

〈記述欄〉※数値化できない場合
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1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善の

取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組ともたらそうとする効果など）

東陽地区及び泉地区の農業集落排水処理区域外で実施しており、有効な生活排水処理である。平成29年度末で計画
世帯数700世帯に対して、合併処理浄化槽設置済世帯は427世帯にとどまっており、未設置世帯への設置啓発を続け
るとともに、使用料の滞納整理の強化を図りながら、本事業を継続していく。

決算審査に伴う常任
委員会における意見

等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H29進捗状況

H29取組内容
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